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２０１４年に総務省から発出され、全国の自治体で策定された 

「公共施設等総合管理計画」が、多くの自治体で策定後、１０年
を経過する中、社会構造の変化に伴う公共施設の利用需要の変
化等を踏まえると、多くの計画が、実態に合わないものとなって
いる現状が見受けられます。

そこで、「公共施設等総合管理計画」を見直すとともに、今後、
公共ＦＭをどのように実践すべきなのか、当部会で蓄積してきた
資料等を踏まえ方向性を見出します。

本日の概要
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Ⅰ 公共ＦＭとは

Ⅱ 「公共施設等総合管理計画」とは

Ⅲ 「公共施設等総合管理計画」の策定

Ⅳ 「公共施設等総合管理計画」の見直し

Ⅴ 本日のまとめ

本日お話すること
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Ⅰ 公共ＦＭとは
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FMの定義

ＪＦＭＡ（日本ファシリティマネジメント協会）のＦＭ定義

企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動

企業・団体等が保有又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を
経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動

出典：ＪＦＭＡ ＨＰ

ファシリティ（土地、建物、構築物、設備等）すべてを経営にとって最適な
状態（コスト最小、効果最大）で保有し、賃借し、使用し、運営し、維持する
ための総合的な経営活動
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FMの位置づけ

経営活動としてのFMの位置づけ

経営活動とは：

経営資源を有効に活用して組織の目的を達成する
マネジメント 経営

資源

人事

ＦＭ

IＣＴ

財務

経営資源の有効活用とは：

・ムダ・ムリ・ムラ（3M）をなくすこと
・要らないものは持たないこと

経営組織の中で、事業を支える４つの機能分野（人事、IＣＴ、財務、ＦＭ）は、経営を支える基盤として位
置づけられる。
機能戦略に則った方針と施策により、事業を底支えする４つの経営基盤のうちのひとつ。
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公共FMの定義

国土交通省の定義

全ての国家機関の建築物について、そのライフサイクルを通じて、総合的に企画・管理し、活用する活動

前 提 財務省が行う庁舎等の使用調整に
積極的に協力・連携する

官庁営繕行政の基本的課題

国土交通省は、国家機関の建築物について、その膨大なストックに着目して、保全の適正化を図り、
その性能の維持を図る

各般の社会的要請に応え、これらの効率的な活用を図りつつ、ストック全体としての質を向上させる

ストックの中から、必要な性能を有している建築物を選定し、建て替え・改修等の従来型の手法だ
けでなく、コンバージョンを含む大規模なリニューアル手法を積極的に活用する

出典：国土交通省ＨＰ
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公共FMの必要性

展 開 長期的な視点を持って、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に

実施する必要

公共施設等総合管理計画等の策定

更新・統廃合・長寿命化等の対応策を検討するには、保有する
資産の状況把握が必要

地方公会計の活用

更新・ストックの全体の状況把握が可能となる固定資産台帳の
活用が有効。

固定資産台帳の活用

個別施設計画の策定
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有形固定資産の減価償却率

償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合。資産の減価償却がどの程度進行しているかを
指標化することにより、その資産の経年の程度を把握することができる。

出典：総務省 令和４年度統一的な基準による財務書類に関する情報

１００％に近いほど保有資産が法定耐用年数に近づいていることを意味する。

有形固定資産の減価償却率は、概ね右肩上がりである。
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年度別有形固定資産の減価償却率（％）



公共ＦＭの目的と機能

ファシリティを経営資源として長期
に有効活用する

経営のため

人のため

社会のため

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理

評
価

FMの目的 FMの機能

ファシリティを効率的に運用する

職員の生産性・創造性と公共
サービスの質を高める

住民の満足を向上させる

地域社会と環境保全に貢献する

全体を最適化する

目標を管理する
（財務・供給・品質）

公共サービスに必要な
ファシリティを提供する

ライフサイクルの環境負
荷を最小にする

9



Ⅱ 「公共施設等総合管理計画」とは
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背景・目的・主要策定指針

 地方自治体等の公共施設等が将来にわたって大きく財政を圧迫することを
見据える

 公共施設等の全体状況を把握し、長期的な視点を持って、更新・統廃合・
長寿命化を計画し、財政負担軽減・平準化＆公共施設の最適な配置を実
現すること

道路・橋梁等のインフラも含めた公共施設等の現状把握・課
題分析を行う

将来財政収入と中長期的な施設等の維持管理費を鑑み、
１０年以上の計画期間で施設全体の管理方針を定める

背 景

目 的

主要策定指針
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 策定内容・策定状況

施設総量の削減 改修工事等の平準化

今後の実践を提起

「公共施設等総合管理計画」の策定内容

「公共施設等総合管理計画」の策定状況 ２０２４年３月３１日現在

都道府県 政令指定都市

４７

市区町村 １００％

２０

１７２２ ※双葉町が最後に２０２４年３月策定

１００％
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 計画期間・計画方針

計画期間

１０年から４０年の間で、大半の自治体が、独自の観点から定
めている

施設総量縮減型（新設抑制・複合化）

長寿命化型（中規模改修・大規模改修・建て替え）

計画方針
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Ⅲ 「公共施設等総合管理計画」の策定
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計画策定の経緯

１９９９年 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す
る法律」ＰＦＩ法の制定

自治省「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究
会」により、公会計改革を促す

２０００年

２０１２年

「インフラ長寿命化基本計画」がインフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において決定

２０１３年

（平成１１年）

（平成１２年）

（平成２４年）
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（平成２５年）

笹子トンネル天井板落下事故（中央自動車道上り線）
（当初呼称）



計画策定の実施

２０１４年 総務省による公共施設等総合管理計画策定が要請される

今後の地方公会計の整備促進について（総務大臣通知）

２０１８年 公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂について
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（平成３０年）

（平成２６年）

総合管理計画の更なる推進のための留意点について

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針について

２０１６年 公共施設マネジメントの一層の推進について

（平成２８年）



計画改訂の実施①

２０１８年 総務省による公共施設等総合管理計画改訂が要請される

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂について
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（平成３０年２月）

総合管理計画の更なる推進のための留意点について

２０１８年

（平成３０年４月）

公共施設等の適正管理の更なる推進について

２０２１年

（令和３年）

令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての
留意事項について

２０２２年

（令和４年）

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂等について

２０２３年

（令和５年）

公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂について

個別計画策定要請



計画改訂の実施➁

一 公共施設等の現況及び将来の見通し
・公共施設等の状況及び過去に行った対策の実績

 ・総人口や年代別人口についての今後の見通し
 ・公共施設等の現在要している経費の見込み及びこれらの経費に
充当可能な地方債・基金等の財源の見込み等

二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針
・計画策定年度、改訂年度及び計画期間

 ・全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策
・現状や課題に関する基本認識
・公共施設等の管理に関する基本的な考え方

 ・ＰＤＣAサイクルの推進方針
三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

19

２０２３年 通知 公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂について

第一 総合管理計画に記載すべき事項



計画改訂の実施➁

一 行政サービス水準等の検討
二 公共施設等の実態把握及び総合管理計画の策定・充実
三 議会や住民との情報共有
四 PPP/PFIの活用について
五 市区町村域を超えた広域的な検討等について
六 合併団体等の取組について

19

２０２３年 通知 公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂について

第二 総合管理計画策定・改訂に当たっての留意事項



計画改訂の実施➁

一 「インフラ長寿命化基本計画」について
二 公共施設マネジメントの取組状況等に係る情報について
三 総合管理計画に基づく取組に係る財政措置について
四 地方公会計（固定資産台帳等）の活用
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２０２３年 通知 公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂について

第三 その他



Ⅳ 「公共施設等総合管理計画」の見直し
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見直しの必要性

社会的要因

背 景

地球環境問題への高意識化（SDGs）

原材料費や光熱費の大幅な高騰

新型コロナウイルス感染症による影響

老朽化対策が進んでいない

プラス要素

脱炭素化計画等の環境施策

将来人口推計の変化

昨今の各種課題への対応

実効性が求められる
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 計画の課題点①

１３年連続で減少

公共施設の利用需要

人口動態

23

（厚生労働省：人口推計 ２０２３年１０月１日現在）

継続的に縮小

公共施設の利用需要

適正配置 多くが未実施

 地域社会の構造変化に伴う財政面での制約と公共

施設の利用需要の変化を踏まえた最適配置が進んでい
るとは言い難い



 計画の課題点➁

24

総務省：公共施設状況調経年比較表 ２０１４年～２０２２年）

延面積削減化

小中学校

延面積増加

人口減少 需要減少

（市町村）

公営住宅 （都道府県）

庁 舎



 計画の課題点③
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延面積縮減進まない用途廃止 施設残存

 財政負担の軽減について、延面積当たりの維持管理
費の削減にならない



見直しのポイント①

ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）を意識した施設整備・維持管理

ランニングコストを意識し、トータルコスト縮減に取り組むことが重要

26

社会的要求水準の確保

建築物の安全性確保や長寿命化の観点から、社会的要求水準を確保するよう
に措置する必要

計画保全（予防保全）の実現化

建築物の部位部材・設備機器の修繕や更新などの保全に関する計画を予防保
全的観点を考慮して実現化



見直しのポイント➁

・経年や修繕頻度による老朽化度の推測

・修繕等受注者の把握

・修繕等の企画・立案にあたっての現状把握

・改修（修繕）設計にあたっての現状把握

施設の現状把握

改修（修繕）時期の想定

適正な保全・長寿命化の推進

・修繕等の企画・立案への活用

・中長期保全計画作成への活用

・次期の改修（修繕）時期の想定

・施設の特別整備要求の可能性

・財政制約ラインとの乖離（１．５倍から２倍程度）の改善

・更なるコストの縮減と平準化
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 見直し後の対応

メンテナンスサイクルを支える体制等の充実

計画の見直し

実施体制の構築

予算管理

実践運用
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  単純に総量を減らせば良いわけではない
  自治体・まちづくりとＰＲＥを連動させ、且つ実践的、実行可能なものにする

  公共施設の全体を把握し、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化などを行う事により、財政
負担を軽減、公共施設等最適配置の実現化を求められているか
  行政改革の根幹的課題の認識不足から、公共施設マネジメントは「運営」から「経営」へ行政改革を行
う必要性がある

公共施設等を総合的且つ、計画的に管理することは、地域社会の実情に合ったまちづくりを進める上で
不可欠であると共に、国土強靭化に資する。
単なる公共施設等の管理に留まらず、まちづくりや国土強靭化に取り組み、ひいては民間投資につながる
計画とする

単なる公共施設等の管理や削減の計画といった視点ではなく、財政負担の軽減、平準化、まちづくり、
民間投資の促進と多分野にわたる取組を行い、広義な視点で計画策定を進めていく必要性がある
また、無理せずできることから段階的に行うことが大切である

1. まちづくりとＰＲＥ（公的不動産）を連動させた計画に

2. 運営から経営への発想転換を

3. 中長期的財政運営の継続をめざして

4. できることから段階的に

29

公共施設等総合管理計画と公共ＦＭ



Step1 まちづくりのマスタープランとあるべき姿
今までの公共施設の管理運営、活用の延長的な手法ではなく、現状の把握を十分に行い、まちを

どのような方向に改善すれば住民に対し、満足度の向上ができるかを考えることが大切です。
また将来の人口減の拡大や超高齢化も含め、まち・都市の将来像を示したまちづくりマスタープラン

の検討も重要です。

Step2 公共施設の現状の把握及び将来の予測

Step3 公共施設の再配置の基本方針の策定

Step4 公共施設の再配置計画の策定

Step5 個別計画の策定

手 法 住民の声を聞くこと（アンケートや説明会）やワークショップ等の開催

公共施設等総合管理計画とまちづくりが連携した取り組みのポイント
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Ⅴ 本日のまとめ
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 本日は、公共ＦＭの礎である「公共施設等総合管理計画」の策
定の経緯から内容を確認しながら、策定から概ね１０年経過した
ことで、現実との乖離が多く見受けられる現状を認識し、見直しの
必要性と、今後の公共ＦＭの実践について考察しました。

 多くの自治体が、財政切迫の状況の中で、施設の「長寿命化」
や再編による「複合化」「統合化」を進めることが待ったなしとなっ
ていることで、公共ＦＭの観点から、まちづくりを推進していかな
ければなりません。

 「公共施設等総合管理計画」の見直しを行うにあたっては、まち
づくりのビジョンと方針を確定し、実現可能な計画としていくことが、
求められます。

本日のまとめ
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【主要活動】
●定例セミナー（月１回）の開催
●ＪＦＭＡフォーラムでの部会発表等
●特別研究（不定期）の開催→昨年度からの継続で「公共ＦＭにおける公会計」

令和７年度（上期）定例セミナー開催実績
◎４月「馬場川通りアーバンデザインプロジェクト」
（前橋デザインコミッション・日下田 様）

◎５月「坂戸市における学校施設の長寿命化について」
（坂戸市役所・大濱 様）

◎６月「これからの公共施設メネジメントに向けた動的評価と質的評価の試み」
（名古屋大学大学院環境学研究科・斉藤 様）

◎ ７月「教育施設の再編・統廃合の実践と課題」
（千葉大学大学院工学研究院 ・柳澤 様

公共施設ＦＭ研究部会の活動
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ご静聴ありがとうございました。

公共ＦＭの礎である公共施設等総合管理計画の
策定から見直し
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